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大田原市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市道路占用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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大田原市道路占用料条例の一部を改正する条例 

大田原市道路占用料条例（平成１４年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は法第３５条の規定により同意を

得た者」を削り、同条第２項本文中「、又は同意し」を削る。 

第４条第１項本文中「、又は同意し」を削る。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占用物件 単位 
占用料 

（単位：円） 

法第３２条第１

項第１号に掲げ

る工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ３６０ 

第２種電柱 ５５０ 

第３種電柱 ７４０ 

第１種電話柱 ３２０ 

第２種電話柱 ５１０ 

第３種電話柱 ７００ 

その他の柱類 ３２ 

共架電線その他上空に設ける

線類 

長さ１メートルにつ

き１年 

３ 

地下電線その他地下に設ける

線類 

２ 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３１０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

１９０ 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話 

１個につき１年 ６４０ 

郵便差出箱 ２７０ 

広告塔 表示面積１平方メー

トルにつき１年 

１，１００ 

その他のもの 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

６４０ 

法第３２条第１

項第２号に掲げ

る物件 

内径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メートルにつ

き１年 

１３ 

内径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

１９ 

内径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの 

２９ 

内径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

３８ 

内径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

５７ 



 

内径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの  

７６ 

 

内径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

 

１３０ 

内径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの 

１９０ 

内径が１メートル以上のもの ３８０ 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施

設 

占用面積１平方メー

トルにつき１年 

６４０ 

法第３２条第１

項第５号に掲げ

る施設 

地下街及び地下室 階数が１の

もの 

占用面積１平方メー

トルにつき１年 

Ａに０．００４

を乗じて得た額 

階数が２の

もの 

Ａに０．００７

を乗じて得た額 

階数が３以

上のもの 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 ５３０ 

地下に設ける通路 ３２０ 

その他のもの ６４０ 

法第３２条第１

項第６号に掲げ

る施設 

祭礼、縁日等に際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メー

トルにつき１日 

１１ 

その他のもの 占用面積１平方メー

トルにつき１月 

１１０ 

道路法施行令

（昭和２７年政

令第４７９号。

以下別表におい

て「令」とい

う。）第７条第

１号に掲げる物

件 

看板（アーチであ

るものを除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平方メー

トルにつき１月 

１１０ 

その他のも

の 

表示面積１平方メー

トルにつき１年 

１，１００ 

標識 １本につき１年 ５１０ 

旗ざお １本につき１月 １１０ 

幕（令第７条第２

号に掲げる工事用

施設であるものを

除く。） 

祭礼、縁日

等に際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１平方メー

トルにつき１日 

１１ 

その他のも

の 

その面積１平方メー

トルにつき１月 

１１０ 

アーチ １基につき１月 １，１００ 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第

５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メー

トルにつき１月 

１１０ 

本表に定めのないものについては、その都度市長が定める。 

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のう 



ち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号にお

いて同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線

を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものを

いうものとする。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持

する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該

電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持す

るものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、

第３種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設

置する電線をいう。 

４ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 

５ Ａは、近傍類似の土地の時価を表す。 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若し

くは１メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若

しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メートル又は１メートルとして

計算する。 

７ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満である

とき又はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、１月

未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額が月額で定められている占

用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき又はその期間に１月未満の端数があ

るときは１月として計算する。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


